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号外第， 0号の 6

ページ 10金沢市介護保険条例の一部を改正する条例。目次

.条例 ( " ) 27 

。金沢市介護保険法に基づく指定居宅サービス

等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

等を定める条例等の一部を改正する条例

(介護保険課)

条 例

金沢市介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基

準等を定める条例等の一部を改正する条例をここに公布する。

平成30年 3月26日

金沢市長 山 里子 之 義

。金沢市条例第26号

金沢市介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す

る基準等を定める条例等の一部を改正する条例

(金沢市介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準等を定める条例の一部改正)

第 1条 金沢市介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関

する基準等を定める条例(平成24年条例第46号)の一部を次のように改正する。

目次中「第 5款 基準該当居宅サービスに関する 基準 (第44条一第48条)

「第 5款 共生型居宅サービスに関する基準(第43条の 2 ・第43条の 3) 

第 6款 基準該当居宅サービスに関する 基準 (第44条一第48条)

「第 5款削除

「第 5款 共生型居宅サービスに関する基準(第115条一第132条)

「第 6款 基準該当居宅サービスに関する 基準(第183条 第189条)

「第 6款 共生型居宅サービスに関する基準(第182条の 2 ・第182条の 3) 

第 7款 基準該当居宅サービスに関する基準(第183条 第189条)

改める。

」を

を

」を

第 1条中「第42条第 1項第 2号」の次に「、第72条の 2第 1項第 1号及び第 2号」を

力日える。

第 2条中第 7号を第 8号 とし、 第 6号の次に次の 1号を加える。

(7) 共生型居宅サービス 法第72条の 2第 1項の申請に係る法第41条第 1項本文の指

定を受けた者による指定居宅サービスをいう 。

第11条中「居宅介護支援事業者」の次に I(法第 8条第24項に規定する居宅介護支援

事業を行う者をいう 。以下同じ。)J を加える。
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第 15条第 1項中 「提供する者」の次に I (以下「居宅介護支援事業者等」とい

う。) J を力日える。

第29条第 3項第 2号の次に次の 1号を加える。

(2)の 2 居宅介護支援事業者等に対し、指定訪問介護の提供に当たり把握した利用者

の服薬状況、口 腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情

報の提供を行うこと。

第36条の次に次の 1条を加える。

(不当な働きかけの禁止)

第36条の 2 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、指定居

宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等基準条例第 5条第 1項に規定する指定居宅介

護支援事業所をいう。第166条第 2項において同じ。)の介護支援専門員又は居宅要

介護被保険者(法第41条第 1項に規定する居宅要介護被保険者をいう 。)に対して、

利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを

行つてはならない。

第 3章第 2節中第 5款を第 6款とし、第 4款の次に次の 1款を加える。

第 5款 共生型居宅サービスに関する基準

(共生型訪問介護の基準)

第43条の 2 訪問介護に係る共生型居宅サービス(以下この条及び次条において「共生

型訪問介護」という。)の事業を行う指定居宅介護事業者(金沢市障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等

の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年条例第56号。以下 「指

定障害福祉サービス等基準条例」という。)第 7条第 1項に規定する指定居宅介護事

業者をいう。)及び重度訪問介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律(平成17年法律第123号。以下この条及び第182条の 2において 「障害者

総合支援法」という。)第 5条第 3項に規定する重度訪問介護をいう。第 1号におい

て同じ。)に係る指定障害福祉サービス(障害者総合支援法第29条第 1項に規定する

指定障害福祉サービスをいう 。第 1号において同 じ。)の事業を行う者が当該事業に

関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1)指定居宅介護事業所 (指定障害福祉サービス等基準条例第 7条第 1項に規定する

指定居宅介護事業所をいう 。)又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事

業を行う者が当該事業を行う事業所(以下この号において 「指定居宅介護事業所

等」という。)の従業者の員数が、当該指定居宅介護事業所等が提供する指定居宅

介護(指定障害福祉サービス等基準条例第 6条第 1項に規定する指定居宅介護をい

う。)又は重度訪問介護(以下この号において「指定居宅介護等」という。)の利

用者の数を指定居宅介護等の利用者及び共生型訪問介護の利用者の数の合計数であ

るとした場合における当該指定居宅介護事業所等として必要とされる数以上である

こと 。

(2) 共生型訪問介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定訪問介護

事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること 。

(準用)
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第43条の 3 第 5条、第 6条(第 1項を除く 。)及び第 7条並びに前款の規定は、共生

型訪問介護の事業について準用する 。 この場合において、第 6条第 2項中「利用者

(J とあるのは「利用者(共生型訪問介護の利用者及び指定居宅介護又は重度訪問介

護に係る指定障害福祉サービスの利用者をいい、」と、 「指定訪問介護又は」とある

のは「共生型訪問介護及び指定居宅介護若しくは重度訪問介護に係る指定障害福祉サ

ービス又は」と読み替えるものとする。

第60条中 「第32条から」の次に 「第36条まで、第37条から」を加える。

第64条中 「第37条まで」を 「第36条まで、第37条」に改める。

第66条第 5項中「第193条第 10項」を「第193条第14項」に改める。

第70条第 1項中「居宅介護支援事業者その他保健医療サービス文は福祉サービスを提

供する者」を「居宅介護支援事業者等」に改める。

第80条中 「第32条から」の次に「第36条まで、第37条から」を加える。

第82条第 1項中「、指定訪問リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療

法士又は言語聴覚士(以下この節において「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」

という 。)を置かなければならない」を「置くべき従業者の員数は、次のとおりとす

る」に改め、同項に次の各号を加える。

(1) 医師 指定訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な 1以上の数

(2) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 1以上

第82条第 2項中「前項」を「第 1項」に改め、同項を同条第 3項とし、同条第 1項の

次に次の 1項を加える。

2 前項第 1号の医師は、常勤でなければならない。

第83条の見出し中「の要件」を削り、同条第 1項中「又は介護老人保健施設」を「、

介護老人保健施設又は介護医療院」に改める。

第91条中「、 看護職員(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保

健師、看護師及び准看護師を除いた保健師、看護師又は准看護師をいう 。以下この節に

おいて同じ。)Jを削る。

第92条第 1項第 1号イ中「、看護職員」を削り、同項第 3号を削る。

第93条第 1項中「、薬局又は指定訪問看護ステーション等」を「又は薬局」に改める。

第96条第 1項第 1号中「居宅介護支援事業者等」を 「居宅介護支援事業者」に改め、

同条第 3項を削る。

第97条中第 5号を第 6号とし、第 4号の次に次の 1号を加える。

(5) 通常の事業の実施地域

第114条中「第34条から」の次に「第36条まで、第37条から」を加える。

第 3章第 7節第 5款を次のように改める。

第 5款 共生型居宅サービスに関する基準

(共生型通所介護の基準)

第115条 通所介護に係る共生型居宅サービス(以下この条及び次条において「共生型

通所介護」という 。)の事業を行う指定生活介護事業者(指定障害福祉サービス等基

準条例第81条第 1項に規定する指定生活介護事業者をいう 。)、指定自立訓練(機能

訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準条例第144条第 1項に規定する指定自立
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訓練(機能訓練)事業者をいう 。)、指定自立訓練(生活訓練)事業者(指定障害福

祉サービス等基準条例第154条第 1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者を

いう 。)、指定児童発達支援事業者(金沢市児童福祉法に基づく指定通所支援の事業

等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年条例第62号。以下こ

の条において「指定通所支援基準条例」という 。)第 7条第 1項に規定する指定児童

発達支援事業者をいい、主として重症心身障害児(児童福祉法(昭和22年法律第164

号)第 7条第 2項に規定する重症心身障害児をいう 。以下この条において同じ。)を

通わせる事業所において指定児童発達支援(指定通所支援基準条例第 6条に規定する

指定児童発達支援をいう 。第 1号において同じ。)を提供する事業者を除く 。)及び

指定放課後等デイサービス事業者(指定通所支援基準条例第74条第 1項に規定する指

定放課後等デイサービス事業者をいい、主として重症心身障害児を通わせる事業所に

おいて指定放課後等デイサービス(指定通所支援基準条例第73条に規定する指定放課

後等デイサービスをいう。第 1号において同じ。)を提供する事業者を除く 。)が当

該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1)指定生活介護事業所(指定障害福祉サービス等基準条例第81条第 1項に規定する

指定生活介護事業所をいう 。)、指定自立訓練(機能訓練)事業所(指定障害福祉

サービス等基準条例第144条第 1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所を

いう 。)、指定自立訓練(生活訓練)事業所(指定障害福祉サービス等基準条例第

154条第 1項に規定する指定自 立訓練(生活訓練)事業所をいう 。)、指定児童発

達支援事業所(指定通所支援基準条例第 7条第 1項に規定する指定児童発達支援事

業所をいう 。)又は指定放課後等デイサービス事業所(指定通所支援基準条例第74

条第 1項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう 。) (以下この号にお

いて「指定生活介護事業所等」という 。)の従業者の員数が、当該指定生活介護事

業所等が提供する指定生活介護(指定障害福祉サービス等基準条例第80条に規定す

る指定生活介護をいう 。)、指定自立訓練(機能訓練) (指定障害福祉サービス等

基準条例第143条に規定する指定自立訓練(機能訓練)をいう 。)、指定自立訓練

(生活訓練) (指定障害福祉サービス等基準条例第153条に規定する指定自立訓練

(生活訓練)をいう 。)、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス(以下

この号において「指定生活介護等」という 。)の利用者の数を指定生活介護等の利

用者及び共生型通所介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定

生活介護事業所等として必要とされる数以上であること 。

(2) 共生型通所介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定通所介護

事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること 。

(準用)

第116条 第 9条から第18条まで、第20条、第22条、第27条、第28条、第34条から第36

条まで、第37条から第39条まで、第41条、第43条、第57条、第100条、第102条及び第

103条第 4項並びに前款(第 114条を除く 。)の規定は、共生型通所介護の事業につい

て準用する。 この場合において、第 9条第 1項中「第30条に規定する運営規程」 とあ

るのは 「運営規程(第 108条に規定する運営規程をいう 。第34条において同じ。)J 

と、 「訪問介護員等」とあるのは 「共生型通所介護の提供に当たる従業者(以下 「共
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生型通所介護従業者」という 。)Jと、第28条及び第34条中「訪問介護員等」とある

のは「共生型通所介護従業者」と、第103条第 4項中「前項ただし書の場合(指定通

所介護事業者が第 1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサ

ービスを提供する場合に限る。)J とあるのは「共生型通所介護事業者が共生型通所

介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型通所介護以外のサービスを提供す

る場合」と 、第 106条第 2号、第 107条第 5項及び第 109条第 3項中 「通所介護従業

者」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、第 113条第 2項第 2号中「次条におい

て準用する第20条第 2項」とあるのは「第20条第 2項」と、同項第 3号中「次条にお

いて準用する第27条」とあるのは「第27条」と、同項第 4号中「次条において準用す

る第38条第 2項」とあるのは 「第38条第 2項」と読み替えるものとする。

第117条から第132条まで 削除

第136条中「第37条まで」を「第36条まで、第37条」に改める。

第139条第 1項ただし書中 「介護老人保健施設」の次に 「又は介護医療院」を加える。

第143条第 1項中 「作業療法士」の次に 「若しくは言語聴覚士」を加える。

第149条第 4項中 「介護老人保健施設」の次に 「、介護医療院」を加える。

第154条第 2項中 「居宅介護支援事業者その他保健医療サービス文は福祉サービスを

提供する者」を「居宅介護支援事業者等」に改める。

第166条第 2項中 r(指定居宅介護支援等基準条例第 5条第 1項に規定する指定居宅

介護支援事業所をいう 。)J を削る。

第169条中「第34条から」の次に「第36条まで、第37条から」を加える。

第189条中「第37条まで」を 「第36条まで、第37条」に改め、 「静養室等」と」の次

に「、第168条第 2項第 2号中 「次条において準用する第20条第 2項」とあるのは 「第

20条第 2項」と、同項第 4号中「次条において準用する第27条」とあるのは「第27条」

と、同項第 5号中「次条において準用する第38条第 2項」とあるのは「第38条第 2項」

と、同項第 6号中「次条において準用する第40条第 2項」とあるのは「第40条第 2項」

と」を加える。

第 3章第 9節中第 6款を第 7款とし、第 5款の次に次の 1款を加える。

第 6款 共生型居宅サービスに関する基準

(共生型短期入所生活介護の基準)

第182条の 2 短期入所生活介護に係る共生型居宅サービス(以下この条及び次条にお

いて「共生型短期入所生活介護」という 。)の事業を行う 指定短期入所事業者 (指定

障害福祉サービス等基準条例第 104条第 1項に規定する指定短期入所事業者をいい、

指定障害者支援施設(障害者総合支援法第29条第 1項に規定する指定障害者支援施設

をいう。以下この条において同じ。)が指定短期入所(指定障害福祉サービス等基準

条例第100条に規定する指定短期入所をいう。以下この条において同じ。)の事業を

行う事業所として当該施設と 一体的に運営を行う 事業所又は指定障害者支援施設がそ

の施設の全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事

業を行う場合において、当該事業を行う事業所(以下この条において「指定短期入所

事業所」という。)において指定短期入所を提供する事業者に限る。)が当該事業に

関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
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(1)指定短期入所事業所の居室の面積を、指定短期入所の利用者の数と共生型短期入

所生活介護の利用者の数の合計数で除して得た面積が9.9平方メートル以上である

こと 。

(2) 指定短期入所事業所の従業者の員数が、当該指定短期入所事業所が提供する指定

短期入所の利用者の数を指定短期入所の利用者及び共生型短期入所生活介護の利用

者の数の合計数であるとした場合における当該指定短期入所事業所として必要とさ

れる数以上であること 。

(3) 共生型短期入所生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定

短期入所生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること 。

(準用)

第182条の 3 第10条から第 14条まで、第16条、第 17条、第20条、第22条、第27条、第

34条から第36条まで、第37条から第41条まで、第43条、第57条、第109条、第111条、

第112条、第148条及び第150条並びに第 4款(第169条を除く 。)の規定は、共生型短

期入所生活介護の事業について準用する。 この場合において、第34条中「運営規程」

とあるのは「運営規程(第165条に規定する運営規程をいう 。第153条第 1項において

同じ。)J と、 「訪問介護員等」とあるのは「共生型短期入所生活介護の提供に当た

る従業者(以下「共生型短期入所生活介護従業者」という 。)J と、第 109条第 3項

中「通所介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と、第 153条第

1項中「第165条に規定する運営規程」とあるのは「運営規程」と、同項、第156条第

3項、第157条第 1項及び第 164条中「短期入所生活介護従業者」とあるのは「共生型

短期入所生活介護従業者」と、第 168条第 2項第 2号中「次条において準用する第20

条第 2項」とあるのは「第20条第 2項」と、同項第 4号中「次条において準用する第

27条」とあるのは「第27条」と、同項第 5号中「次条において準用する第38条第 2

項」とあるのは「第38条第 2項」と、同項第 6号中「次条において準用する第40条第

2項」とあるのは「第40条第 2項」と読み替えるものとする。

第191条第 1項に次の 1号を加える。

(5) 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療

養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員、理学療法士又は作業

療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者を当該介護医療院の入所者とみなし

た場合における法に規定する介護医療院として必要とされる数が確保されるために

必要な数以上とする。

第192条第 1項第 4号イ中「食堂及び」を削り、同項に次の 1号を加える。

(5) 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護医

療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院(金沢市介護保険法

に基づく介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例

(平成30年条例第 号)第44条に規定するユニット型介護医療院をいう 。第208条

及び第216条において同じ。)に関するものを除く 。)を有することとする。

第193条中「介護老人保健施設」の次に「若しくは介護医療院」を加える。

第203条に次の 1号を加える。

(4) 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該介護医
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療院の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとな

る利用者数

第208条第 1項に次の 1号を加える。

(5) 介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定

する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院に関する

ものに限る。)を有することとする。

第216条に次の 1号を加える 。

(3) ユニット型介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、

利用者を当該ユニット型介護医療院の入居者とみなした場合において入居定員及び

療養室の定員を超えることとなる利用者数

第219条第 8項中「のうち 1人以上及び介護職員のうち」を「及び介護職員のうちそ

れぞれ」に改める 。

第227条中第 6項を第 7項とし、第 5項の次に次の 1項を加える。

6 指定特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲

げる措置を講じなければならない。

(1)身体的拘束等の適正化のための対策を検討する 委員会を 3月に 1回以上開催する

とともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に

実施すること 。

第238条中「第34条から」の次に「第36条まで、第37条から」を加える。

第239条中「をいう」の次に「。以下同じ」を加える。

第249条中「第34条から」の次に「第36条まで、第37条から」を加える。

第256条第 1号 中「利用料等」を「利用料、 全国平均貸与価格等」に改め、同条に次

の 1号を加える。

(6) 指定福祉用具貸与の提供に 当たっては、 同一種目における機能又は価格帯の異な

る複数の福祉用具に関する情報を利用者に提供するものとする。

第257条第 4項 中「利用者」の次に 「及び当該利用者に係る介護支援専門員」を加え

る。

第264条中「第35条」の次に「、第36条、第37条」を加える。

第266条中「から第37条まで」を「、第36条、第37条」に改める。

第277条中「第35条」の次に「、第36条、第37条」を、 I I利用者」と」の次に 「、

第33条第 1項中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と」を加える。

附則第10条第 1号中「以下」を「老人福祉法第20条の 6に規定する軽費老人ホームを

いう 。 附則第18条において同じ。) (以下この号において」に改める。

附則に次の 3条を加える。

第 18条 第219条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療

所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年 3月31日まで

の聞に転換(当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとと

もに、当該病院等の施設を介護医療院、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者
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その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう 。次条及び附則

第20条において同じ。)を行って指定特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型

指定特定施設入居者生活介護を除く 。)の事業を行う医療機関併設型指定特定施設

(介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所に併設される指定特定施設

をいう 。以下同じ。)の生活相談員、機能訓練指導員及び計画作成担当者の員数の基

準は、次のとおりとする。

(1)機能訓練指導員 併設される介護老人保健施設、介護医療院文は病院若しくは診

療所の理学療法士、作業療法土又は言語聴覚土により当該医療機関併設型指定特定

施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができる

こと 。

(2) 生活相談員又は計画作成担当者 当該医療機関併設型指定特定施設の実情に応じ

た適当数

第19条 第241条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療

所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年 3月31日まで

の問に転換を行って外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行う医

療機関併設型指定特定施設の生活相談員及び計画作成担当者の員数の基準は、当該医

療機関併設型指定特定施設の実情に応じた適当数とする。

第20条 第221条及び第243条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を

有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年 3

月31日までの聞に転換を行って指定特定施設入居者生活介護の事業を行う場合の医療

機関併設型指定特定施設においては、併設される介護老人保健施設、介護医療院又は

病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型指定特定施設

の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、当該医療機関併設型指定特定

施設に浴室、便所及び食堂を置かないことができる。

(金沢市介護保険法に基づく指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関

する基準等を定める条例の一部改正)

第 2条 金沢市介護保険法に基づく指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営

に関する基準等を定める条例(平成24年条例第47号)の一部を次のように改正する。

目次中 「第 7款 基準該当介護予防サービスに関する基準(第167条 第173条) Jを

「第 7款 共生型介護予防サービスに関する基準(第166条の 2 ・第166条の 3) 

第 8款 基準該当介護予防サービスに関する基準(第 167条 第173条)

改める。

第 1条中「第54条第 1項第 2号」の次に「、第115条の 2の 2第 1項第 1号及び第 2

号」を加える。

第 2条中第 7号を第 8号とし、第 6号の次に次の 1号を加える。

(7) 共生型介護予防サービス 法第115条の 2の 2第 1項の申請に係る法第53条第 1

項本文の指定を受けた者による指定介護予防サービスをいう 。

第81条第 1項中「、指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、

作業療法士又は言語聴覚士(以下この節において「理学療法士、作業療法士又は言語聴

覚土」という 。)を置かなければならない」を「置くべき従業者の員数は、次のとおり
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とする」に改め、同項に次の各号を加える。

(1)医師 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な 1

以上の数

(2) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 1以上

第81条第 2項中「前項」を「第 1項」に改め、同項を同条第 3項とし、同条第 1項の

次に次の 1項を加える。

2 前項第 1号の医師は、常勤でなければならない。

第82条第 1項中「又は介護老人保健施設」を「、介護老人保健施設又は介護医療院」

に改める。

第89条中 「、 看護職員(歯科衛生士が行う介護予防居宅療養管理指導に相当するもの

を行う保健師、看護師及び准看護師を除いた保健師、看護師又は准看護師をいう 。以下

この節において同じ。)Jを削る。

第90条第 1項第 1号イ中「、看護職員」を削り 、同項第 3号を削る。

第91条第 1項中「、薬局又は指定訪問看護ステーション等」を「又は薬局」に改める。

第93条中第 5号を第 6号とし、第 4号の次に次の 1号を加える。

(5) 通常の事業の実施地域

第97条第 3項を削る。

第120条第 1項ただし書中「介護老人保健施設」の次に 「又は介護医療院」を加える。

第131条第 4項中「介護老人保健施設」の次に 「、介護医療院」を、 「もの(以下」

の次に 「こ の款及び次款において」を加える。

第 3章第 9節中第 7款を第 8款とし、第 6款の次に次の 1款を加える。

第 7款 共生型介護予防サービスに関する基準

(共生型介護予防短期入所生活介護の基準)

第166条の 2 介護予防短期入所生活介護に係る共生型介護予防サービス(以下この条

及び次条において「共生型介護予防短期入所生活介護」という 。)の事業を行う指定

短期入所事業者(金沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定

める条例(平成24年条例第56号。以下この条において「指定障害福祉サービス等基準

条例」という 。)第 104条第 1項に規定する指定短期入所事業者をいい、指定障害者

支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年

法律第123号)第29条第 1項に規定する指定障害者支援施設をいう 。以下この条にお

いて同じ。)が指定短期入所(指定障害福祉サービス等基準条例第100条に規定する

指定短期入所をいう 。以下この条において同じ。)の事業を行う事業所として当該施

設と 一体的に運営を行う事業所又は指定障害者支援施設がその施設の全部又は一部が

利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、

当該事業を行う事業所(以下この条において「指定短期入所事業所」という 。)にお

いて指定短期入所を提供する 事業者に限る。)が当該事業に関して満たすべき基準は、

次のとおりとする。

(1)指定短期入所事業所の居室の面積を、指定短期入所の利用者の数と共生型介護予

防短期入所生活介護の利用者の数の合計数で除して得た面積が9.9平方メートル以
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上であること 。

(2) 指定短期入所事業所の従業者の員数が、当該指定短期入所事業所が提供する指定

短期入所の利用者の数を指定短期入所の利用者及び共生型介護予防短期入所生活介

護の利用者の数の合計数であると した場合における当該指定短期入所事業所として

必要とされる数以上であること。

(3) 共生型介護予防短期入所生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するた

め、指定介護予防短期入所生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援

を受けていること 。

(準用)

第166条の 3 第52条の 3から第52条の 7まで、第52条の 9、第52条の 10、第52条の 13、

第53条の 2、第53条の 3、第55条、第56条の 4から第56条の 11まで、第58条、第 122

条の 2、第122条の 4、第130条及び第132条並びに第 4款(第144条を除く 。)及び第

5款の規定は、共生型介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。 この場合

において、第56条の 4中 「第56条」とあるのは「第140条」と、 「介護予防訪問入浴

介護従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護の提供に当たる従業者

(以下「共生型介護予防短期入所生活介護従業者Jという 。)Jと、第 122条の 2第

3項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「共生型介護予防短期

入所生活介護従業者」と、第135条第 1項及び第139条中「介護予防短期入所生活介護

従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」と、第 143条第 2項

第 2号中「次条において準用する第52条の 13第 2項」とあるのは「第52条の 13第 2

項」と、同項第 4号中「次条において準用する第53条の 3J とあるのは「第53条の

3 J と、 同項第 5号中「次条において準用する第56条の 8第 2項」とあるのは「第56

条の 8第 2項」と、同項第 6号中「次条において準用する第56条の 10第 2項」とある

のは「第56条の 10第 2項」と読み替えるものとする。

第175条第 1項に次の 1号を加える。

(5) 介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介

護予防短期入所療養介護に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員、理学療法

士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者を当該介護医療院の入所

者とみなした場合における法に規定する介護医療院として必要とされる数が確保さ

れるために必要な数以上とする。

第176条第 1項第 4号イ中「食堂及び」を削り、同項に次の 1号を加える。

(5) 介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定す

る介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院(金沢市介

護保険法に基づく介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定め

る条例(平成30年条例第 5号)第44条に規定するユニット型介護医療院をいう 。第

193条及び第197条において同じ。)に関するものを除く 。)を有することとする。

第177条中「介護老人保健施設Jの次に「若しくは介護医療院」を加える。

第181条に次の 1号を加える。

(4) 介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当

該介護医療院の入所者とみな した場合において入所定員及び療養室の定員を超える
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こととなる利用者数

第193条第 1項に次の 1号を加える。

(5) 介護医療院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、

法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院

に関するものに限る。)を有することとする。

第197条に次の 1号を加える 。

(3) ユニット型介護医療院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所に

あっては、利用者を当該ユニット型介護医療院の入居者とみなした場合において入

居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数

第205条第 8項中「のうち 1人以上及び介護職員のうち」を「及び介護職員のうちそ

れぞれ」に改める 。

第213条に次の 1項を加える 。

3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、

次に掲げる措置を講じなければならない。

(1)身体的拘束等の適正化のための対策を検討する 委員会を 3月に 1回以上開催する

とともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること 。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること 。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に

実施すること 。

第227条中「をいう」の次に「。以下同じ」を加える。

第252条第 1号中「利用料等」を「利用料、全国平均貸与価格等」に改め、同条に次

の 1号を加える。

(7) 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、同一種目における機能又は価格

帯の異なる複数の福祉用具に関する情報を利用者に提供するものとする。

第253条第 4項中「利用者」の次に「及び当該利用者に係る介護支援専門員」を加え

る。

附則に次の 3条を加える。

第 16条 第205条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療

所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年 3月31日まで

の聞に転換(当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとと

もに、当該病院等の施設を介護医療院、軽費老人ホーム(老人福祉法第20条の 6に規

定する軽費老人ホームをいう 。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は

入居させるための施設の用に供することをいう 。 次条及び附則第 18条において同

じ。)を行って指定介護予防特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型指定介護

予防特定施設入居者生活介護を除く。)の事業を行う医療機関併設型指定介護予防特

定施設(介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所に併設される指定介

護予防特定施設をいう 。以下同じ。)の生活相談員、機能訓練指導員及び計画作成担

当者の員数の基準は、次のとおりとする。

(1)機能訓練指導員 併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診

療所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により当該医療機関併設型指定介護

11 
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予防特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないこと

ができること 。

(2) 生活相談員又は計画作成担当者 当該医療機関併設型指定介護予防特定施設の実

情に応じた適当数

第17条 第229条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療

所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年 3月31日まで

の問に転換を行って外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業

を行う医療機関併設型指定介護予防特定施設の生活相談員及び計画作成担当者の員数

の基準は、当該医療機関併設型指定介護予防特定施設の実情に応じた適当数とする。

第18条 第207条及び第231条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を

有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年 3

月31日までの聞に転換を行って指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う場

合の医療機関併設型指定介護予防特定施設においては、併設される介護老人保健施設、

介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設

型指定介護予防特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、当該

医療機関併設型指定介護予防特定施設に浴室、便所及び食堂を設けないことができる。

(金沢市介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準等を定める条例の一部改正)

第 3条 金沢市介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準等を定める条例(平成24年条例第48号)の一部を次のように改正する。

「第 5款 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運
目次中

営に関する基準
を

「第 5款 共生型地域密着型サービスに関する基準(第61条の20の 2 ・第61条の20

の 3) 

第 6款 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する に

基準

改める。

第 1条中「並びに法」の次に「第78条の 2の 2第 1項第 1号及び第 2号並びに」を加

える。

第 2条中第 6号を第 7号とし、第 5号の次に次の 1号を加える。

(6) 共生型地域密着型サービス 法第78条の 2の 2第 1項の申請に係る法第42条の 2

第 1項本文の指定を受けた者による指定地域密着型サービスをいう 。

第 7条第 1項第 2号中 I(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たる介

護福祉士又は法第 8条第 2項に規定する政令で定める者をいう 。以下この節において同

じ。)Jを削り、同条第 2項ただし書中 I3年以上」を I1年以上(特に業務に従事し

た経験が必要な者として基準省令第 3条の 4第 2項ただし書の規定により厚生労働大臣

が定めるものにあっては、 3年以上) Jに改め、同条第 5項中「、午後 6時から午前 8

時までの聞において」を削り、同項に次の 1号を加える。

(12) 介護医療院

第 7条第 7項及び第 8項中「午後 6時から午前 8時までの聞は、」を削り、同条第12

12 
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項中 「第193条第10項」を「第 193条第14項」に改める。

第33条第 3項中「午後 6時から午前 8時までの聞に行われる」を削る。

第40条第 1項中 13月」を 16月」に改め、同条第 4項中「には」の次に「、正当な

理由がある場合を除き」を加え、 「行うよう 努めなければ」を「行わなければ」に改め

る。

第49条第 2項ただし書中 13年以上」を 11年以上(特に業務に従事した経験が必要

な者として同項ただし書の規定により厚生労働大臣が定めるものにあっては、 3年以

上) Jに改める。

第61条の25中 19人」を 118人」に改める。

第61条の27第 1項中「運営規程」を「重要事項に関する規程」に改める。

第61条の38中「第35条中」の次に 11運営規程」とあるのは「第61条の34に規定する

重要事項に関する規程」と、」を加える。

第 3章第 3節の 2中第 5款を第 6款とし、第 4款の次に次の 1款を加える。

第 5款 共生型地域密着型サービスに関する基準

(共生型地域密着型通所介護の基準)

第61条の20の 2 地域密着型通所介護に係る共生型地域密着型サービス(以下この条及

び次条において「共生型地域密着型通所介護」という。)の事業を行う指定生活介護

事業者(金沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づ

く指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

(平成24年条例第56号。以下この条において「指定障害福祉サービス等基準条例」と

いう 。)第81条第 1項に規定する指定生活介護事業者をいう 。)、指定自 立訓練(機

能訓練) 事業者 (指定障害福祉サービス 等基準条例第144条第 1項に規定する指定自

立訓練(機能訓練)事業者をいう 。)、指定自 立訓練(生活訓練)事業者(指定障害

福祉サービス等基準条例第154条第 1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者

をいう。)、指定児童発達支援事業者(金沢市児童福祉法に基づく指定通所支援の事

業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年条例第62号。以下

この条において「指定通所支援基準条例」という 。)第 7条第 1項に規定する指定児

童発達支援事業者をいい、 主 として重症心身障害児 (児童福祉法(昭和22年法律第

164号)第 7条第 2項に規定する重症心身障害児をいう。以下この条において同

じ。)を通わせる事業所において指定児童発達支援 (指定通所支援基準条例第 6条に

規定する指定児童発達支援をいう。第 1号において同じ。)を提供する事業者を除

く。)及び指定放課後等デイサービス事業者(指定通所支援基準条例第74条第 1項に

規定する指定放課後等デイサービス事業者をいい、主として重症心身障害児を通わせ

る事業所において指定放課後等デイサービス(指定通所支援基準条例第73条に規定す

る指定放課後等デイサービスをいう。第 1号において同じ。)を提供する事業者を除

く。)が当該事業に関 して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1)指定生活介護事業所(指定障害福祉サービス等基準条例第81条第 1項に規定する

指定生活介護事業所をいう 。)、指定自 立訓練(機能訓練) 事業所(指定障害福祉

サービス等基準条例第144条第 1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所を

いう 。)、指定自立訓練(生活訓練) 事業所 (指定障害福祉サービス等基準条例第

13 
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154条第 1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう 。)、指定児童発

達支援事業所(指定通所支援基準条例第 7条第 1項に規定する指定児童発達支援事

業所をいう 。)又は指定放課後等デイサービス事業所(指定通所支援基準条例第74

条第 1項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう 。) (以下この号にお

いて「指定生活介護事業所等」という 。)の従業者の員数が、当該指定生活介護事

業所等が提供する指定生活介護(指定障害福祉サービス等基準条例第80条に規定す

る指定生活介護をいう 。)、指定自立訓練(機能訓練) (指定障害福祉サービス等

基準条例第143条に規定する指定自立訓練(機能訓練)をいう 。)、指定自立訓練

(生活訓練) (指定障害福祉サービス等基準条例第153条に規定する指定自立訓練

(生活訓練)をいう 。)、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス(以下

この号において「指定生活介護等」という 。)の利用者の数を指定生活介護等の利

用者及び共生型地域密着型通所介護の利用者の数の合計数であるとした場合におけ

る当該指定生活介護事業所等として必要とされる数以上であること 。

(2) 共生型地域密着型通所介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指

定地域密着型通所介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けている

こと 。

(準用)

第61条の20の 3 第10条から第14条まで、第16条から第 19条まで、第21条、第23条、第

29条、第35条から第39条まで、第42条、第44条、第55条、第61条の 2、第61条の 4及

び第61条の 5第 4項並びに前款(第61条の20を除く 。)の規定は、共生型地域密着型

通所介護の事業について準用する。 との場合において、第10条第 1項中「第32条に規

定する運営規程」とあるのは 「運営規程(第61条の 12に規定する運営規程をいう 。第

35条において同じ。)Jと、 「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるの

は「共生型地域密着型通所介護の提供に当たる従業者(以下「共生型地域密着型通所

介護従業者」という 。)J と、第35条中「定期巡回 ・随時対応型訪問介護看護従業

者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第61条の 5第 4項中 「前項

ただし書の場合(指定地域密着型通所介護事業者が第 1項に掲げる設備を利用し、夜

間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)J と

あるのは 「共生型地域密着型通所介護事業者が共生型地域密着型通所介護事業所の設

備を利用し、夜間及び深夜に共生型地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場

合」と、第61条の 9第 4号、第61条の 10第 5項及び第61条の 13第 3項中 「指定地域密

着型通所介護従業者」とあるのは 「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第61条の

19第 2項第 2号中「次条において準用する第21条第 2項」とあるのは 「第21条第 2

項」と、同項第 3号中「次条において準用する第29条」とあるのは「第29条」と、同

項第 4号中「次条において準用する第39条第 2項」とあるのは「第39条第 2項」 と読

み替えるものとする。

第63条第 1項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院Jを加える。

第67条第 1項中「指定地域密着型介護老人福祉施設」の次に[" (ユニット型指定地域

密着型介護老人福祉施設(第180条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉

施設をいう 。以下この項において同じ。)を除く 。)Jを、 [" 3人以下」の次に「とし、
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ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においてはユニットごとに当該ユニット型

指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型指定認知症対応型通所介護

の利用者の数の合計が 1日当たり 12人以下となる数」を加え、同条第 2項中「第84条第

7項」の次に「及び第193条第 8項」を加える。

第84条第 1項中「及び当該」を「並びに当該」に改め、 「他の同項に規定するサテラ

イト型指定小規模多機能型居宅介護事業所」の次に「及び第193条第 8項に規定するサ

テライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」を加え、同条第 6項の表中「又は

指定介護療養型医療施設」を「、指定介護療養型医療施設」に改め、 「限る。)Jの次

に「又は介護医療院」を加え、同条第 7項中 I(以下」の次に「この節において」を加

える。

第85条第 3項、第86条、第 105条第 3項、第 113条第 2項及び第114条中「介護老人保

健施設」の次に「、介護医療院」を加える。

第119条中第 7項を第 8項とし、第 6項の次に次の 1項を加える。

7 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に

掲げる措置を講じなければならない。

(1)身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を 3月に 1回以上開催する

とともに、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること 。

(3) 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的

に実施すること 。

第127条第 3項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。

第132条第 4項中「のうち 1人以上及び介護職員のうち」を「及び介護職員のうちそ

れぞれ」に改め、同項ただし書中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加え、

同条第 7項第 1号中「若しくは作業療法士」を「、作業療法士若しくは言語聴覚士」に

改め、同項に次の 1号を加える。

(3) 介護医療院 介護支援専門員

第140条中第 6項を第 7項とし、第 5項の次に次の 1項を加える。

6 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るた

め、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1)身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を 3月に 1回以上開催する

とともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること 。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に

実施すること。

第153条第 3項ただし書を次のように改める。

ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型指定地域密着型介護老人福

祉施設(第 180条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう 。以

下この項において同じ。)を除く 。以下この項において同じ。)にユニット型指定介

護老人福祉施設(金沢市介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の入所定員、人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年条例第50号。以下「指定介護老人
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福祉施設基準条例」という 。)第45条に規定するユニット型指定介護老人福祉施設を

いう 。以下この項において同じ。)を併設する場合の指定地域密着型介護老人福祉施

設及びユニット型指定介護老人福祉施設の介護職員及び看護職員(指定介護老人福祉

施設基準条例第54条第 2項の規定に基づき配置される看護職員に限る。)又は指定地

域密着型介護老人福祉施設にユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を併設する

場合の指定地域密着型介護老人福祉施設及びユニット型指定地域密着型介護老人福祉

施設の介護職員及び看護職員(第 189条第 2項の規定に基づき配置される看護職員に

限る。)を除き、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

第153条第 4項中「介護老人保健施設」の次に 「、介護医療院」を加え、同条第 8項

第 2号中 「若しくは作業療法士」を 「、作業療法士若しくは言語聴覚士」に改め、同項

に次の 1号を加える。

(4) 介護医療院 栄養士又は介護支援専門員

第155条中「介護老人保健施設」の次に 「若しくは介護医療院」を加える。

第159条中第 6項を第 7項とし、第 5項の次に次の 1項を加える。

6 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げ

る措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を 3月に 1回以上開催する

とともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること 。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること 。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に

実施するとと 。

第167条の次に次の 1条を加える。

(緊急時等の対応)

第167条の 2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、現に指定地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護の提供を行っているときに入所者の病状の急変が生じた場合その

他必要な場合のため、あらかじめ、第 153条第 1項第 1号に掲げる医師との連携方法

その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。

第170条中第 7号を第 8号とし、第 6号を第 7号とし、第 5号の次に次の 1号を加え

る。

(6) 緊急時等における対応方法

第184条中第 8項を第 9項とし、第 7項の次に次の 1項を加える。

8 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、

次に掲げる措置を講じなければならない。

(1)身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を 3月に 1回以上開催する

とともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること 。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること 。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に

実施すること 。

第188条中第 8号を第 9号とし、第 7号を第 8号とし、第 6号の次に次の 1号を加え

る。
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(7) 緊急時等における対応方法

第193条第 1項中「指定看護小規模多機能型居宅介護(Jの次に「第84条第 7項に規

定する」を加え、 「又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」を

「及び指定地域密着型介護予防サービス基準条例第46条第 7項に規定するサテライト型

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(第 6項において「サテライト型指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業所」という 。)の登録者、第 8項に規定する本体事業

所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係る同

項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者並びに同項

に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該サテ

ライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事業所、当

該本体事業所に係る他の同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所及び当該本体事業所に係る第84条第 7項に規定するサテライト型指定小規模多機

能型居宅介護事業所」に改め、同条第 6項中「指定看護小規模多機能型居宅介護(Jの

次に「第84条第 7項に規定する」を加え、 「サテライト型指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所」を「サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録

者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所

に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護及び第 8項に規定する本体事業所で

ある指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係る同項に

規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に改め、同条第 7項に

次の 1号を加える。

(5) 介護医療院

第193条第10項を同条第14項とし、同条第 9項中「第 171条第 9項」を「第171条第12

項」に改め、同項を同条第12項とし、同項の次に次の 1項を加える。

13 第11項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

については、本体事業所の介護支援専門員により当該サテライト型指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所の登録者に対して居宅サービス計画の作成が適切に行われると

きは、介護支援専門員に代えて、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事

する前項の厚生労働大臣が定める研修を修了している者(第201条において 「研修修

了者」という 。)を置くことができる。

第193条第 8項ただし書中「前項各号」を「第 7項各号」に改め、同項を同条第11項

とし、同条第 7項の次に次の 3項を加える。

8 第 1項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

(利用者又はその家族等から電話等に より看護に関する意見を求められた場合に常時

対応し、利用者に対し適切な看護サービスを提供できる体制にある指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉

に関する事業について 3年以上の経験を有する指定看護小規模多機能型居宅介護事業

者により設置される当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所であって、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に

対して指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの(以下この節に

おいて 「本体事業所」という 。)との密接な連携の下に運営され、利用者に対し適切
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な看護サービスを提供できる体制にあるものをいう 。以下同じ。)に置くべき訪問サ

ービスの提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者については、本体事業所の

職員により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇

が適切に行われると認められるときは、 2人以上とすることができる。

9 第 1項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

については、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を行う看護

小規模多機能型居宅介護従業者により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、夜間及び深夜の時

間帯を通じて宿直勤務を行う看護小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことがで

きる。

10 第 4項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

については、看護職員の員数は、常勤換算方法で 1以上とする。

第 194条第 2項中「前項」を「第 1項」に改め、 「介護老人保健施設」の次に「、介

護医療院」を加え、同項を同条第 3項とし、同条第 1項の次に次の 1項を加える。

2 前項本文の規定にかかわらず、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支

障がない場合は、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、

本体事業所の管理者をもって充てることができる。

第195条中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。

第 196条第 1項中 i29人」の次に i(サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所にあっては、 18人) Jを加え、同条第 2項第 1号中「、登録定員に応じて、」を

「登録定員に応じて」に改め、 「定める利用定員」の次に「、サテライト型指定看護小

規模多機能型居宅介護事業所にあっては 12人」を加え、同項第 2号中 i9人」の次に

i (サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、 6人) J を加え

る。

第197条第 2項第 2号に次のように加える。

オ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が診療所で、ある場合であって、 当該指

定看護小規模多機能型居宅介護の利用者へのサービスの提供に支障がない場合に

は、当該診療所が有する病床については、宿泊室を兼用することができる。

第201条第 1項中「介護支援専門員」の次に i(第193条第13項の規定により介護支援

専門員 を配置していないサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあって

は、研修終了者。以下この条において同じ。)Jを加える。

第204条中「の活動状況」と」の次に「、第89条中「第84条第12項」とあるのは「第

193条第13項」と」を加える。

附則第 6条から第 8条までの規定中「平成30年 3月31日」を「平成36年 3月31日」に

改める。

附則に次の 2条を加える。

第 11条 第 132条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療

所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年 3月31日まで

の聞に転換(当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとと

もに、当該病院等の施設を介護医療院、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者
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その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう 。次条において

同じ。)を行って指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う医療機関併設

型指定地域密着型特定施設(介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所

に併設される指定地域密着型特定施設をいう。以下この条及び次条において同じ。)

の生活相談員、機能訓練指導員及び計画作成担当者の員数の基準は、次のとおりとす

る。

(1)機能訓練指導員 併設される介護老人保健施設、介護医療院文は病院若しくは診

療所の理学療法士、作業療法土又は言語聴覚土により当該医療機関併設型指定地域

密着型特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないこ

とができること 。

(2) 生活相談員又は計画作成担当者 当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設の

実情に応じた適当数

第12条 第134条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療

所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年 3月31日まで

の問に転換を行って指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う場合の医療

機関併設型指定地域密着型特定施設においては、併設される介護老人保健施設、介護

医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより 、当該医療機関併設型指

定地域密着型特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、当該医

療機関併設型指定地域密着型特定施設に浴室、便所及び食堂を設けないことができる。

(金沢市介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営に関する基準等を定める条例の一部改正)

第 4条 金沢市介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年条例第49号)の一部を次のように改正

する。

第 6条第 1項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。

第10条第 1項中「指定地域密着型介護老人福祉施設」の次に I(ユニット型指定地域

密着型介護老人福祉施設(指定地域密着型サービス基準条例第180条に規定するユニッ

ト型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう 。 以下この項において同じ。 )を除

く。)Jを、 I 3人以下」の次に 「とし、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設

においてはユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の

数と当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が 1日当たり 12

人以下となる数」を加える。

第46条第 6項の表中「又は指定介護療養型医療施設」を「、 指定介護療養型医療施

設」に改め、 「限る。)Jの次に 「又は介護医療院」を加える。

第47条第 3項、第48条、第62条第 3項、第74条第 2項及び第75条中 「介護老人保健施

設」の次に 「、介護医療院」を加える。

第80条に次の 1項を加える。

3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るた

め、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1)身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を 3月に 1回以上開催する
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とともに、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知徹底を図ること 。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること 。

(3) 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的

に実施すること 。

第85条第 3項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。

(金沢市介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の入所定員、人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部改正)

第 5条 金沢市介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の入所定員、人員、設備及び運

営に関する基準を定める条例(平成24年条例第50号)の一部を次のように改正する。

第 5条第 4項ただし書を次のように改める。

ただし、指定介護老人福祉施設(ユニット型指定介護老人福祉施設(第45条に規定

するユニット型指定介護老人福祉施設をいう 。以下この項において同じ。)を除く 。

以下この項において同じ。)にユニット型指定介護老人福祉施設を併設する場合の指

定介護老人福祉施設及びユニット型指定介護老人福祉施設の介護職員及び看護職員

(第54条第 2項の規定に基づき配置される看護職員に限る。 )又は指定介護老人福祉

施設にユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(金沢市介護保険法に基づく 指定

地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成

24年条例第48号。 以下「指定地域密着型サービス基準条例」という 。)第 180条に規

定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう 。以下この項において同

じ。)を併設する場合の指定介護老人福祉施設及びユニット型指定地域密着型介護老

人福祉施設の介護職員及び看護職員(指定地域密着型サービス基準条例第 189条第 2

項の規定に基づき配置される看護職員に限る。)を除き、入所者の処遇に支障がない

場合は、この限りでない。

第 9条中「介護老人保健施設」の次に「若しくは介護医療院」を加える。

第16条中第 6項を第 7項とし、第 5項の次に次の 1項を加える。

6 指定介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講

じなければならない。

(1)身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を 3月に 1回以上開催する

とともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること 。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること 。

(3) 介護職員その他の従業者に対 し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に

実施すること。

第25条の次に次の 1条を加える。

(緊急時等の対応)

第25条の 2 指定介護老人福祉施設は、現に指定介護福祉施設サービスの提供を行って

いるときに入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、

第 5条第 1項第 1号に掲げる医師との連携方法その他の緊急時等における対応方法を

定めておかなければならない。

第29条中第 7号を第 8号とし、第 6号を第 7号とし、第 5号の次に次の 1号を加える。

(6) 緊急時等における対応方法
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第49条中第 8項を第 9項とし、第 7項の次に次の 1項を加える。

8 ユニット型指定介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げ

る措置を講じなければならない。

(1)身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を 3月に 1回以上開催する

とともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること 。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること 。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に

実施すること 。

第53条中第 8号を第 9号とし、第 7号を第 8号とし、第 6号の次に次の 1号を加える。

(7) 緊急時等における対応方法

附則第 5条から第 7条までの規定中「平成30年 3月31日」を「平成36年 3月31日」に

改める。

(金沢市介護保険法に基づく介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関す

る基準を定める条例の一部改正)

第 6条 金沢市介護保険法に基づく介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に

関する基準を定める条例(平成24年条例第51号)の一部を次のように改正する。

第 4条第 4項ただし書中 1) 及び」を「以下この項において同じ。)に」に改め、

「場合の」の次に「介護老人保健施設及びユニット型介護老人保健施設の」を加え、同

条第 6項中「以外の介護老人保健施設」の次に「若しくは介護医療院」を加え、同項中

第 3号を第 4号とし、第 2号を第 3号とし、第 1号の次に次の 1号を加える。

(2) 介護医療院 医師、栄養士又は介護支援専門員

第 4条第 7項及び第 5条第 1項ただし書中「病院又は」を「介護医療院又は病院若し

くは」に改める。

第16条中第 6項を第 7項とし、第 5項の次に次の 1項を加える。

6 介護老人保健施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じな

ければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を 3月に 1回以上開催する

とともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること 。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること 。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に

実施すること 。

第46条第 1項ただし書中「病院又は」を「介護医療院又は病院若しくは」に改める。

第48条中第 8項を第 9項とし、第 7項の次に次の 1項を加える。

8 ユニット型介護老人保健施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措

置を講じなければならない。

(1)身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を 3月に 1回以上開催する

とともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること 。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること 。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に

実施すること 。
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附則第11条中「平成30年 3月31日」を「平成36年 3月31日」に、 「のうち、平成18年

7月 1日以後に新築、増築又は全面的な改築の工事に着手されていない転換に係る療養

室についての第 5条第 2項第 1号イの規定の適用については、同号イ中 18平方メート

ノレ」とあるのは、 16.4平方メートルJJを 「については、第 5条第 2項第 1号イの規

定にかかわらず、新築、増築又は全面的な改築の工事が終了するまでの問、入所者 1人

当たりの床面積は、 6.4平方メートル以上」に改める。

附則第12条から第17条までの規定中「平成30年 3月31日」を「平成36年 3月31日」に

改める。

(金沢市介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部改正)

第 7条 金沢市介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例(平成24年条例第52号)の一部を次のように改正する。

第 4条第 7項ただし書中 1)及び」を「以下この項において同じ。)に」に改め、

「場合の」の次に「指定介護療養型医療施設及びユニット型指定介護療養型医療施設

の」を加える。

第17条中第 6項を第 7項とし、第 5項の次に次の 1項を加える。

6 指定介護療養型医療施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を

講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を 3月に 1回以上開催する

とともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること 。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備するとと 。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に

実施すること 。

第49条中第 8項を第 9項とし、第 7項の次に次の 1項を加える。

8 ユニット型指定介護療養型医療施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲

げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を 3月に 1回以上開催する

とともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること 。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること 。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に

実施すること 。

附則第 9条から第12条までの規定中「平成30年 3月31日」を「平成36年 3月31日」に

改める。

(金沢市老人福祉法に基づく養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正)

第 8条 金沢市老人福祉法に基づく養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める

条例(平成24年条例第53号)の一部を次のように改正する。

第12条第 6項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加え、同条第12項中

第 3号を第 4号とし、第 2号を第 3号とし、第 1号の次に次の 1号を加える。

(2) 介護医療院 栄養士又は調理員、事務員その他の従業者
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第15条に次の 1項を加える。

6 養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなけ

ればならない。

(1)身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を 3月に 1回以上開催する

とともに、その結果について、支援員その他の従業者に周知徹底を図ること 。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること 。

(3) 支援員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実

施すること 。

(金沢市老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部改正)

第 9条 金沢市老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定

める条例(平成24年条例第54号)の一部を次のように改正する。

第 6条ただし書を次のように改める。

ただし、特別養護老人ホーム(ユニット型特別養護老人ホーム(第32条に規定する

ユニット型特別養護老人ホームをいう 。以下この条において同じ。)を除く 。以下こ

の条において同じ。)にユニット型特別養護老人ホームを併設する場合の特別養護老

人ホーム及びユニット型特別養護老人ホームの介護職員及び看護職員(第40条第 2項

(第52条において準用する場合を含む。)の規定に基づき配置される看護職員に限る。

以下この条において同じ。)、特別養護老人ホームにユニット型地域密着型特別養護

老人ホーム(第49条に規定するユニット型地域密着型特別養護老人ホームをいう 。以

下との条において同じ。)を併設する場合の特別養護老人ホーム及びユニット型地域

密着型特別養護老人ホームの介護職員及び看護職員、地域密着型特別養護老人ホーム

(第11条第 7項に規定する地域密着型特別養護老人ホームをいい、ユニット型地域密

着型特別養護老人ホームを除く 。以下この条において同じ。)にユニット型特別養護

老人ホームを併設する場合の地域密着型特別養護老人ホーム及びユニット型特別養護

老人ホームの介護職員及び看護職員又は地域密着型特別養護老人ホームにユニット型

地域密着型特別養護老人ホームを併設する場合の地域密着型特別養護老人ホーム及び

ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの介護職員及び看護職員 を除き 、入所者の

処遇に支障がない場合は、この限りでない。

第 7条中第 7号を第 8号とし、第 6号を第 7号とし、第 5号の次に次の 1号を加える。

(6) 緊急時等における対応方法

第11条第 7項及び第12条中 「介護老人保健施設」の次に 「若しくは介護医療院」を加

える。

第15条中第 6項を第 7項とし、第 5項の次に次の 1項を加える。

6 特別養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じ

なければならない。

(1)身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を 3月に 1回以上開催する

とともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること 。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること 。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に
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実施すること 。

第22条の次に次の 1条を加える。

(緊急時等の対応)

第22条の 2 特別養護老人ホームは、現に処遇を行っているときに入所者の病状の急変

が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第11条第 1項第 2号に掲げる医

師との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。

第34条中第 8号を第 9号とし、第 7号を第 8号とし、第 6号の次に次の 1号を加える。

(7) 緊急時等における対応方法

第36条中第 8項を第 9項とし、第 7項の次に次の 1項を加える。

8 ユニット型特別養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる

措置を講じなければならない。

(1)身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を 3月に 1回以上開催する

とともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること 。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること 。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に

実施すること 。

第45条第 9項中第 4号を第 5号とし、第 3号を第 4号とし、第 2号の次に次の 1号を

力日える。

(3) 介護医療院 栄養士又は調理員、事務員その他の従業者

附則第 4条から第 6条までの規定中「平成30年 3月31日」を「平成36年 3月31日」に

改める。

(金沢市社会福祉法に基づく軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正)

第10条 金沢市杜会福祉法に基づく軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める

条例(平成24年条例第55号)の一部を次のように改正する。

第11条第12項中「の介護老人保健施設」の次に「若しくは介護医療院」を加え、同項

第 1号中 「介護老人保健施設」の次に「文は介護医療院」を加える。

第17条に次の 1項を加える。

5 軽費老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなけ

ればならない。

(1)身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を 3月に 1回以上開催する

とともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること 。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること 。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に

実施すること 。

(金沢市介護保険法に基づく指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等

を定める条例の一部改正)

第11条 金沢市介護保険法に基づく指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基

準等を定める条例(平成26年条例第59号)の一部を次のように改正する。

第 4条第 3項中「居宅サービス事業者」を「指定居宅サービス事業者(法第41条第 1
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項に規定する指定居宅サービス事業者をいう 。以下同じ。)等」に改め、同条第 4項中

「介護保険施設」を「介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律(平成17年法律第 123号)第51条の 17第 1項第 1号に規定する指定特定相

談支援事業者」に改める。

第 5条第 1項中 I(次条第 2項を除き、以下単に「介護支援専門員」という 。)Jを

削る。

第 6条第 2項中「介護支援専門員」を「介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36

号)第140条の66第 1号イ (3)に規定する主任介護支援専門員」に改める。

第 7条第 2項中「である」を「であり、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を

紹介するよう求めることができる」に改め、同条中第 7項を第 8項とし、同条第 6項中

「第 3項の」を「第 4項の」に、同項第 1号中「第 3項各号」を「第 4項各号」に改め、

同項を同条第 7項とし、同条第 5項中「第 3項第 1号」を「第 4項第 1号」に改め、同

項を同条第 6項とし、同条中第 4項を第 5項とし、同条第 3項中「第 6項」を「第 7

項」に改め、同項を同条第 4項とし、同条第 2項の次に次の 1項を加える。

3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、

利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じ

た場合には、当該利用者に係る介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療

所に伝えるよう求めなければならない。

第16条第 9号ただし書中「ただし、」の次に「利用者(末期の悪性腫療の患者に限

る。)の心身の状況等により、主治の医師又は歯科医師(以下この条において「主治の

医師等」という 。)の意見を勘案して必要と認める場合その他の」を加え、同条第13号

の次に次の 1号を加える。

(13)の 2 介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提

供を受けたときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔機能その他の

利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意

を得て主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供するものとする。

第16条第14号中「前号」を「第13号」に改め、同条第 18号の次に次の 1号を加える。

(18)の 2 介護支援専門員は、居宅サービス計画に指定居宅介護支援等の事業の人員

及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第18号の 2の規定により

厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(同号の規定により厚生労働大臣が定め

るものに限る。以下この号において同じ。)を位置付ける場合にあっては、その利

用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載すると

ともに、 当該居宅サービス計画を市町村に届け出なければならない。

第16条第 19号中「主治の医師又は歯科医師(以下「主治の医師等」という 。)Jを

「主治の医師等」に改め、同号の次に次の 1号を加える。

(19)の 2 前号の場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際

には、当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付しなければならない。

(金沢市介護保険法に基づく指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等

を定める条例の一部改正)

第12条 金沢市介護保険法に基づく指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基
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準等を定める条例(平成26年条例第60号)の一部を次のように改正する。

第 4条第 4項中「介護保険施設」の次に「、障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の 17第 1項第 1号に規定する指

定特定相談支援事業者」を加える。

第 7条第 2項中「である」を「であり、利用者は複数の指定介護予防サービス事業者

(法第53条第 1項に規定する指定介護予防サービス事業者をいう 。以下同じ。)等を紹

介するよう求めることができる」に改め、同条中第 7項を第 8項とし、同条第 6項中

「第 3項の」を「第 4項の」に改め、同項第 1号中「第 3項各号」を「第 4項各号」に

改め、同項を同条第 7項とし、同条第 5項中「第 3項第 1号」を「第 4項第 1号」に改

め、同項を同条第 6項とし、同条中第 4項を第 5項とし、同条第 3項中「第 6項」を

「第 7項」に改め、同項を同条第 4項とし、同条第 2項の次に次の 1項を加える。

3 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、

利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じ

た場合には、担当職員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めなけ

ればならない。

第34条第 9号中「ために」の次に「、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、」

を加え、同条第14号の次に次の 1号を加える。

(14)の 2 担当職員は、指定介護予防サービス事業者等から利用者に係る情報の提供

を受けたときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔機能その他の利

用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を

得て主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供するものとする。

第34条第21号中「以下」を「次号及び第22号において」に改め、同号の次に次の 1号

を加える。

(21)の 2 前号の場合において、担当職員は、介護予防サービス計画を作成した際に

は、当該介護予防サービス計画を主治の医師等に交付しなければならない。

附則

(施行期日)

第 1条 この条例は、平成30年 4月 1日から施行する。ただ し、第 1条中金沢市介護保険

法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例第256条第 1号の改正規定、第 2条中金沢市介護保険法に基づく指定介護予防サービ

ス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第252条第 1号の改正規

定及び第11条中金沢市介護保険法に基づく指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に

関する基準等を定める条例(附則第 4条において「指定居宅介護支援等基準条例J とい

う。)第16条第18号の次に 1号を加える改正規定は、同年10月 1日から施行する。

(看護職員が行う指定居宅療養管理指導に係る経過措置)

第 2条 この条例の施行の際現に介護保険法(平成 9年法律第 123号)第41条第 1項に規

定する指定居宅サービスを行っている事業所において行われる第 1条の規定による改正

前の金沢市介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す

る基準等を定める条例(以下この条において「旧居宅サービス等基準条例」という。)

第91条に規定する指定居宅療養管理指導のうち、看護職員(歯科衛生士が行う居宅療養
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管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を除いた保健師、看護師又

は准看護師をいう 。次条において同じ。)が行うものについては、旧居宅サービス等基

準条例第91条から第93条まで及び第96条第 3項の規定は、平成30年 9月30日までの問、

なおその効力を有する。

(看護職員が行う指定介護予防居宅療養管理指導に係る経過措置)

第 3条 この条例の施行の際現に介護保険法第53条第 1項に規定する指定介護予防サーピ

スを行っている事業所において行われる第 2条の規定による改正前の金沢市介護保険法

に基づく指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

条例(以下この条において「旧介護予防サービス等基準条例」という 。)第89条に規定

する指定介護予防居宅療養管理指導のうち、看護職員が行うものについては、旧介護予

防サービス等基準条例第89条から第91条まで及び第97条第 3項の規定は、平成30年 9月

30日までの問、なおその効力を有する。

(管理者に係る経過措置)

第 4条 平成33年 3月31日までの聞は、第11条の規定による改正後の指定居宅介護支援等

基準条例第 6条第 2項の規定にかかわらず、介護支援専門員 (介護保険法施行規則(平

成 11年厚生省令第36号)第 140条の66第 1号イ (3)に規定する主任介護支援専門員 を除

く。)を指定居宅介護支援等基準条例第 6条第 1項に規定する管理者とすることができ

る。

金沢市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成30年 3月26日

金沢市長 山 聖子 之 義

。金沢市条例第27号

金沢市介護保険条例の一部を改正する条例

金沢市介護保険条例(平成12年条例第 6号)の一部を次のように改正する。

第 4条第 2項第 2号中「同条第12項に規定する地域密着型サービス事業」を「同条第14

項に規定する地域密着型サービス事業」に改め、同条第 3項中「うえ」を「上」に改める。

第 6条第 1項中 「平成27年度から平成29年度まで」を「平成30年度から平成32年度ま

で」に改め、同項第 1号中 133，912円」を 135，586円」に改め、同項第 2号中 148，984

円」を 151，402円」に改め、同項第 3号中 152，752円」を 155，356円」に改め、同項第 4

号中 164，056円」を 167，218円」に改め、同項第 5号中 175，360円」を 179，080円j に改

め、同項第 6号中 186，664円」を 190，942円」に改め、同号ア中「いう 。」の次に「以下

同じ。) (租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の 4第 1項若しくは第 2項、第

34条第 1項、第34条の 2第 1項、第34条の 3第 1項、第35条第 1項、第35条の 2第 1項又

は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第38条第 4項に規定する

特別控除額を控除して得た額とする。」を加え、同号イ中「保護を」を「保護(同法第 2

条に規定する保護をいう 。以下同じ。)を」に、 「又は第 10号イ」を「、第10号イ、第11

号イ又は第12号イ」に改め、同項第 7号中 194，200円」を 198，850円」に改め、同号ア中

11，900，000円」を 12，000，000円」に改め、同号イ中「又は第10号イ」を「、第10号イ、

第11号イ又は第12号イ 」に改め、同項第 8号中 1105.504円」を 1110.712円」に改め、同
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号ア中 f2，900，000円」を f3，000，000円」に改め、同号イ中「又は第10号イ」を「、第10

号イ、第11号イ文は第12号イ」に改め、同項第 9号中 f113，040円」を f118，620円Jに改

め、同号イ中「又は次号イ」を「、次号イ、第11号イ又は第12号イ」に改め、同項第10号

中 f131，880円」を f138，390円」に改め、同号イ中「部分を除く 。) Jの次に 「、次号イ

又は第12号イ」を加え、同項第11号中 f150，720円」を f181，884円」に改め、同号を同項

第13号とし、同項第10号の次に次の 2号を加える。

(11 )次のいずれかに該当する者 158，160円

ア 合計所得金額が 10.000.000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない

者

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第 1項第 1号イ

(同号イ (1)に係る部分を除く 。)又は次号イに該当する者を除く 。)

(12) 次のいずれかに該当する者 170，022円

ア 合計所得金額が 15，000，000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない

者

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第 1項第 1号イ

(同号イ (1)に係る部分を除く 。)に該当する者を除く。)

第 6条第 2項中「平成27年度から平成29年度まで」を「平成30年度から平成32年度ま

で」に、 f 30， 144円」を f31，632円」に改める。

第 8条第 3項中「若しくは第10号イ」を「、第10号イ、第11号イ若しくは第12号イ」に、

「第10号まで」を「第12号まで」に改める。

第12条第 2項中「納期限前 7日」を「納期限」に、 「支払日前 7日」を 「支払日」に改

める。

附則

1 この条例は、平成30年 4月 1日から施行する。

2 改正後の第 6条及び第 8条の規定は、平成30年度分からの保険料について適用し、平

成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

平成30年(2018年)3月26日印制 発行人

平成30年(2018年)3月26日発行 発行所

定価 120円 印刷所石川県金沢市玉鉾 4丁目 166番地

市

所

栄
役

沢

市
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